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社会的養護の現状について



16社会的養護の現状

保護者のない児童、被虐待児など家庭環境上養護を必要とする児童などに対しt公的な責任として、社会的に養護
を行う。 対象児童は、約4万7千人:このうち、児童養護施設は約3万人。

里親 家庭における養育を
里親に委託

登録里親数 委託里親数 委託児童数 ファミリー 養育者の住居において家庭的
ホーム  養護を行う(定員5～ 6名 )7,185人 2,837人 3,836人

区 分

(里親は

51842人 21298人 3,028人
ホ ー ム 数 49か所548人 133人 140人

重複登
録有り)

1責子布翼黒親 1.428人 176人 159人
委託児童数 219人親 族 里 親 342人 341人 509人

資料:福祉行政報告例(平成22年 3月 末現在)                    |
※職員数は、社会福祉施設等調査報告(平成2o年 10月 1日現在)

※児童自立支援施設lよ、日立2施設を含む(家庭福祉課調)  |

糞泉義撰夢簿
=多
島:爾糧摯認藉璽1鰹轟象盤踏冒集彗覗「

現P

乳児院 児章養1護施設
|

:〒晃義〒〒言言議事〒ず
日立援助‐
|ホ■ム:|

乳児 (特に必要な
場合は、幼児を含
む)

保護者のない児童:

虐待されている児
童その他環境上養
護を要する児童
(特 に必要な場合
は、乳児を含む)

軽度の情緒障害
を有する児童

不良行為をなし、
又はなすおそれの
ある児童及び家
庭環境その他の
環境上の理由に
より生活指導等を
要する児童

配偶者のない女

子又はこれに準ず
る事情にある女子
及びその者の監
護すべき児童

義務教育を終了し
た児童であつて、
児童養護施設等
を退所した児童等

124か F~F 575か所 33か所 58か所 272か所 59か所

3,794人 34,569人 1,539人 4,043人 5,430世帯 399人

2,968人 30,594人 11111人 1,545人
4,002世帯
児童5,897A 283人

3,861人 14,892人 831人 1,894人 1,995人 256人



2。 要保護児童数の増加
要保護児童数の目Ⅲ

=伴
いて      児童養護施設の人所児童数は1.

一方、里親委託児童は、1.8倍に増加:′

0児童養護施設の入所児童数 oi乳児院の入所児童数

(注 )児童養護施設b乳児院については社会福祉施設等調査(各年度10月 1日 現在)による。ただし、平成
21年度のみ福祉行政報告例(平成22年 3月 末日現在)        `
里親にういては福祉行政報告例(各年度3月 末日現在)
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平成21年度末
30,594人
(1.13倍 )

平成7年 10月
2フ,145人

平成21年度末
2:968人
(1.2倍 )

平成7年 10月
2:566人 平成21年度末

3,836人
(1.8倍 )

平成 11年度末

2,122人

H5H7 H9Hll H13H15H17H19H21

平成21年度末
‐575カ所

(1.04倍 )
平成13年 10月

551カ所
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平成21年度末
124カ所

(1.09倍 )

平成14年 10月
114カ所
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(参考)児童養議施設の児童の年齢t在所期間t措置理由

①児童養護施設め児童の年齢

在籍児の年齢 入所時の年齢
0歳 i6 (0.0%: 59 (0.2%〕

1歳 34 (0.1%: 968 (3.1%〕

2歳 454 (1.4%: 6,763(21.4%:

3歳 1,120 (3.5%: 3,949(12.5%〕

4歳 1,520 (4.8%: 2:819 (8:9%〕

5歳 1,711 (5,4%: 2,442 (7.7%:

6歳 1,858 (5.9%: 2,432 (7.7%:

7歳 1:860 (5.9%: 1,977 (6.3%:

8歳 1,973 (6.2%: 1,881 (6.0%:

9歳 2,095 (6.6%| 1,657 (5.2%|

10歳 2,300 (7.3%) 1,511 (418%|

11慮置 2,389 (7.6%) 1,259 (4.0%:

12歳 2:486 (7.9%) 1,154 (3.7%|

13歳 2,466 (7:8%〕 1,053 (3.3%|

114歳 2,349 (7.4%) 864 (2.7%|
′15歳 2,356 (7.5%〕 505 (116%|

16歳 1,745 (5.5%) 163 (0:5%|

17歳 1,581 (510%) 43 (OJ%|

18歳ん 1:250 (410%〕 9 (0.0%|

総数 31,593 (100%〕 31,593 (loO%

平均 10,6歳 5.0歳

注)総数| こは期間

②在籍児童の在籍期間

在籍児童数

1年未満 5,410 (17.1%:

1年以上,2年未満 4,416 (1410%:

2年以上-3年未満 3,621 (11.5%:

3年以上-4年未満 3,182 (10。 1%:

4年以上-5年未満 2,582  (8.2%|

5年以上-6年未満 2:255  (7.1%|

6年以上,7年未満 2,160  (6.8%|

7年以上-8年未満 1,783  (5.6961

1年以上-9年未満 1,475  (4.7%)

9年以上710年未満 1,163  (3.7%〕

10年以上二11年未満 959  (3.0%〕

11年以上-12年未満 843  (2.7%)

12年以上 1,653  (5.2%:

総数 31,593 (100%:

:平 均 期 間 4.6年

('ヨE) には 不 含む 6

③児童の措置理由

父の死亡 195   (0.6%|

母の死亡 580   (1.8%|

父の行方不明 328   (1:0%:

母の行方不明 1869   (5.9%|

父母の離婚 1304   (4.1%|

父母の不和 252   (0.8%|

父の拘禁 563   (1.8%|

母の拘禁 1048   (3.3%

父の入院 327 (1.0%|

母の入院 1506   (4.8%|

父の就労 1762   (5.6%

母の就労 1293   (4:1%)

父の精神疾患等 180   (0.6%〕

母の精神疾患等 3197 (10.1%:

父の放任口怠惰 654 (2.196:

母の放任・怠惰 3707  (11.7%|

父の虐待・酷使 1849 (5.9%|

母ヽの虐待・酷使 2693   (8.5%

棄 児 166   (015%

養育拒否 13'3   (4,4%

破産等の経済的理由 2390 (7.6%|

児童の問題による
監護困難

1047   (3.3%

そ の 他 2674 (8.5%|

不: 詳 631   (2`0%|

総  数 31,593(100Ю %〕

児童養護施設入所児童等調査結
号

(平ヰ,P午2月
1日

現在)3



3。 虐待を受けた児童|の増加

児童虐待の増加等に伴い、児童虐待防止対策のァ層の強化とともに、虐待を受けた子どもなどへの対応として、
社会的養護の量・質ともに拡充が求められている。

○ :全国の児童相談所における児童虐待に関する相談件数は、
児童虐待防止法施行前の平成11年度に比べ、平成21年
度においては3:8倍に増加。

(件数)

○ 児童養護施設に入所している子どものうち、半数
以上は、虐待を受けている。

0%  20%  40%  60%  80% 100%

児童養護施設

乳児院
´

情緒障害児

1短期治療施設

児童自立支援施設

母子生活支援施設

被虐待体験有り   なし  不明・不詳

児童養護施設入所児童等調査結果(平成20年2月 1日 )
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平成19年度
社会的養護施設に関する実態調査

(平成20年3月 1日 現在)

被虐待体験「有り」の場合の虐待の1種類 (複数回答)

【児童養護施:設】N■ 15:748

身体的虐待

性的虐待

ネグレクト

心理的虐待

その他

判断困難

5



4三二障害等のある児童の増加

社会的養護を必要とする児童においては、障害等のある児童が増加しており、児童養護施設においては23.4%
が、障害有りとなつている。

割合は児童養護施設に入所している子ども 23.4%10,000

9′000

8′000

7′000
'6′

000

5′000

4′000

3,000

2′000

1′000

0

その他の

心身障害

広汎性発

達障害

LD

ADHD

てんかん

知的障害

言語障害

視聴覚障

害   |
肢体不自

由 |

身体虚弱

昭和62 平成4 平成10 平成15 平成20

それまではその他の心身障害へ含まれていた可能性がある。



児童養護施設の形態の現状と小規模化の必要性

※ 社会的養護施設に関する実態調査 (平成29年 3月 1甲現在):調査回答施設数480
※「職員1人当たり児童数」はt通 40時 FHni手換算したものよ施設においそは休日、夜間

の対応も行われていることに留意する必要がある。         |       ｀

米「大舎」 :1舎当たり走員数が20人以上、「1含」 :向 11■ 10人、「小舎」 :同 12人以下

※.:例えば、大舎の寮の中に小規模グループケァめュニ,卜がある場合:小規模グル
=プ:ケアによる定員や在籍児童数は、大舎の定員ゃ在籍児童数から除かれている3‐

社会福祉施設等調査
(平成20年 10月 1日 )

児童養護施設の7割が大舎制。また、定員loO人を超えるような大規模施設もある。家庭的養護の推進のためt

施設の小規模化の推進が必要。     :

①大舎・中舎`小書の現状、小規模ケアの現状

寮舎の形態 小規模ケアの形態

大舎 中舎 ′Jヽ 1舎キ
小規模
グルT
プヶァ

地域小規

模児童養
護施設

その他
ク
・ルーフ

゜

ホーム

保有施設数

(N〓489)

施設数 370 95 114 212 111 55

% 75.8 19.5 23.4 43:4 22.7 11.3

舎数 476 220 444 212 116 98

■舎あたり
定員数

平 均 45.65 15。43 8.82 7.27 5。 99 6.06

=舎あたり
在籍児童数

平均 42.09 14.46 8.36 7.14 5.811 5.58

攪轟套‐,|| 平 均 4.43 13.91 3.39 3.08 2.75 2.59

②定員規模別施設数

定員 施設数

～  20 7   (1.2%)

- 30 51   (9.0%)

-ヽ 40 83 (14.6%)

～  50 128 (22.5%)

～  60 89  (15.6り

～  70 74  (13.0%)

～  80 50  (8.8%)

～  90 35   (6.2%)

～ 100 20  (3:5%)

-110 1:3  1(2.3%)

～ 120 17 (1‐ 2り

～ 150
0   (1. 1%)

151～ 6    (1. 11る )

総 数 509 (100%).



施設の小規模1ヒと家庭的な養護の推進

里親等委託率
(里親+ファミ/養護+乳児+里親+ファミ)

22年 3月 末 lo.18%
→26年度目標 16%

※「26年度目標」は、子ども子育てビジョン

施設の定員等の全国計は22年 3月 末福祉行政報告例。

(自立援助ホ=ム )

養護施設等退所後、就職する児童等が共

同生活を営む住居において自立支援

21年度59か所 =26年度目標 160か所

8

rll規模住居型|

情 職 )

郡 鞘 :

1彙隷■1名|:● :

"■
,Ⅲ■ 11

小規模ク
゛
ル=プケア、地域小規模児童養護施設、自立援助ホームについては家庭福祉課調べ。



児童養議施設の1形態の今後の在り方

小規模化と施設機能の地域分散化による家庭的ヨ装護の推進
‐

>ケア単位の小規模化
t      ｀

>本体施設の小規模化、高機能化

>施設によるフアミリーホTムの設置、里親の支援       :

児童養護施設

・ 施設規模 大

‐ ケア単位 大
'(大舎制t申舎制)

団
闇

圏

曰

田
闇

圏

曰

施設が里親支援
と里親委託推進

0010´

001妙
616⑮躊

9

施設機能の地域分散化 :家庭的養護の推進



6。 進学:就職の状況t自立支援の推進

高校進学率は高くなったが、高校卒業後の進路は、一般に比べ進学率は低く、就職が多くなつている。

①中学校卒業後の進路 (平成21年度末に中学校を卒業した児童のうち、平成22日 5月 1日現在の進路)

進 学
就 職 その他

高校等 ‐専修学校等

児童養護施設児  2,509人 2,305人 91.9% 64人 2.6% 62A 2.5% 78人 3:1%

里親委託児   209人 197人 94.3% 4人 1.9% 3人 1.4% 5人 2.4%

(参考)全中卒者 1228千人 1,203f人 98.0% 5千人 0。4% 5千人 0.4% 14千人 1.2%

②高等学校等卒業後の進路 (平成21年度末に高等学校等を卒業した児童のうち、平成22年5月 1日現在の進路)

進 学
就 職 その他

大学等 専修学校等

児童養護施設児  1,444人 187人 13:0% 146りに 1‐0.1% 969人 67.1% 142ノヽ 9.3%

里親委託児   175人 47A 26.9% 34A 19.4% 75人 42.9% 19人 10.9%

(参考)全高卒者 1,069千人 581千人 54.3% 246千人 23.0% 167千人 15。 7% 75千人 7.1%

家庭福祉課調べ。 全中卒者,全高卒者|よ t辛成22年度学校基本調査)、

※「帯構警」は1高等学校、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部、高等専門学校
※「大学等」は、大学、短期大学t高等専門学校高等課程                 _    1    ｀

挙翻翻鼎儡刷聾轟撃戴議纏罰1鶴子)千び言〒Tす
''?―

  |‐
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(参考1)措置費による教育等の経費

平成21年度1平幼礁園章、学習塾費、部活動費を新設するなど、教育費の充実に努めているところ。
また、就職支度費tr大学進学等支度費は、毎年度改善(+2000円 )を図ってきている

`|

支弁される額  (H22)

幼稚園費 (平成21年度ん
) 実費

入進学支度費
小学校1年生:39,500円 (年額/1人 )

中学校1年生:46,100円 (年額/1人 )

教育費

学用品費等
小学校:2,110円 (月 額/1人 )

中学校:4,180円 (月 額/1人 )

教材代 実費 .

通学費 実費

学習塾費 (平成21年度～) 実費 (中学生を対象)

部活動費 (平成21年度～) 実費(中学生を対象)

特別育成費
公立高校:221270円 (月 額/1人)    :
私立高校132,970円 (月 年/1人)       |
高等学校第1学年入学時 (加算):58,500円 (年額/1人 )

学校給食費 実費(小学生及び中学生を対象)

見学旅行費

小学校6年生:20,600円 (年額/1人 )

中
‐
学校3年生:55,900円 (年額/1人 )

高等学校3年生 :108:200円 (年額/1人 )

就職、大学進学等支度費 |‐

:  ‐_(近年、逐次改善中)

就職支度費:77,000円 (1人一回) :
大学進学等自立生活支度費:77,000円 (1人一回)

特別基準(両親の死亡等の場合の加算):137,510円
４

‥

４

１




